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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　比較対象の複数の生体信号を取得する取得手段と、
　前記複数の生体信号を比較するための画面を表示手段に表示する制御手段であって、前
記複数の生体信号を前記画面に重畳表示するとともに、入力された指示に応じて前記複数
の生体信号の少なくとも一方の表示倍率および、前記複数の生体信号の相対的な移動量、
の少なくとも一方を変更する制御手段と、
を有し、
　前記制御手段は、前記複数の生体信号についてピークの平均値を算出し、前記平均値を
表す指標を前記画面にさらに表示することを特徴とする生体信号処理装置。
【請求項２】
　比較対象の複数の生体信号を取得する取得手段と、
　前記複数の生体信号を比較するための画面を表示手段に表示する制御手段であって、前
記複数の生体信号を前記画面に重畳表示するとともに、入力された指示に応じて前記複数
の生体信号の少なくとも一方の表示倍率および、前記複数の生体信号の相対的な移動量、
の少なくとも一方を変更する制御手段と、
　前記複数の生体信号のうち、１つの生体信号の平均振幅値を他の生体信号の平均振幅値
に合致させるための倍率を自動算出する算出手段と、を有することを特徴とする生体信号
処理装置。
【請求項３】
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　前記表示倍率および前記相対的な移動量のうち、少なくとも前記表示倍率を保存する保
存手段をさらに有することを特徴とする請求項１または２に記載の生体信号処理装置。
【請求項４】
　前記制御手段は前記複数の生体信号を、時間方向に位置合わせして重畳表示することを
特徴とする請求項１から３のいずれか１項に記載の生体信号処理装置。
【請求項５】
　前記相対的な移動量が、前記複数の生体信号の振幅方向における移動量であることを特
徴とする請求項１から３のいずれか１項に記載の生体信号処理装置。
【請求項６】
　前記複数の生体信号が、絶対値を表す生体信号と、前記絶対値を表す生体信号と値の変
化が近似する生体信号とを含むことを特徴とする請求項１から５のいずれか１項に記載の
生体信号処理装置。
【請求項７】
　前記制御手段は前記絶対値を表す生体信号と値の変化が近似する生体信号の表示倍率を
、振幅方向にのみ変更することを特徴とする請求項６記載の生体信号処理装置。
【請求項８】
　前記絶対値を表す生体信号と値の変化が近似する生体信号が、前記絶対値を表す生体信
号の代わりとして用いるために測定された生体信号であることを特徴とする請求項６また
は７に記載の生体信号処理装置。
【請求項９】
　比較対象の複数の生体信号を取得する取得工程と、
　前記複数の生体信号を比較するための画面を表示装置に表示する制御工程であって、前
記複数の生体信号を前記画面に重畳表示するとともに、入力された指示に応じて前記複数
の生体信号の少なくとも一方の表示倍率および、前記複数の生体信号の相対的な移動量、
の少なくとも一方を変更する制御工程と、
を有し、
　前記制御工程では、前記複数の生体信号についてピークの平均値を算出し、前記平均値
を表す指標を前記画面にさらに表示することを特徴とする生体信号処理装置の制御方法。
【請求項１０】
　比較対象の複数の生体信号を取得する取得工程と、
　前記複数の生体信号を比較するための画面を表示装置に表示する制御工程であって、前
記複数の生体信号を前記画面に重畳表示するとともに、入力された指示に応じて前記複数
の生体信号の少なくとも一方の表示倍率および、前記複数の生体信号の相対的な移動量、
の少なくとも一方を変更する制御工程と、
　前記複数の生体信号のうち、１つの生体信号の平均振幅値を他の生体信号の平均振幅値
に合致させるための倍率を自動算出する算出工程と、を有することを特徴とする生体信号
処理装置の制御方法。
【請求項１１】
　コンピュータを、請求項１から８のいずれか１項に記載の生体信号処理装置の各手段と
して機能させるためのプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は生体信号処理装置およびその制御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　さまざまな生体信号が測定され、身体機能の診断に用いられている。そして、生体信号
を容易に測定するための手法が開発され、様々な生体信号が比較的手軽に測定できるよう
になってきている。例えば、本来は侵襲的に測定する生体信号について、非侵襲的な方法
で測定可能な信号を換算して代用する方法や、より簡便な手法で測定可能な信号を換算し
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て代用する方法などが提案されている。
【０００３】
　例えば、血圧は血管内の値を直接測定する直接法が最も精度の良い測定方法であるが、
侵襲的であるため、手術中など限られた状態でしか用いられない。現在では、非侵襲的な
オシロメトリック法を用いた自動血圧計が広く用いられている。しかし、オシロメトリッ
ク法による血圧測定では、カフを上腕などに取り付けて血流を一時的に止めて測定する必
要があり、間欠的な測定しかできない。そこで、ＰＷＶから血圧を求める方法のように、
連続的な血圧の情報を得る方法も提案されている（非特許文献１）。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００４】
【非特許文献１】T. Inajima, Y. Imai, H. Morita, R. Nagai, K. Iijima, S. Yanagimo
to, N. Yahagi, G. Lopez, M. Shuzo, I. Yamada, “The Relation between the Blood P
ressure Estimated by Pulse Wave Velocity and the Directly Measured Arterial Pres
sure in Humans,” Journal of Robotics and Mechatronics, Special Issue on “Medic
al Science and Engineering Cooperation”, Vol.24, No.5, pp.1-9（2012）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上述の血圧のように、本来の方法とは異なる（特には、簡便な）方法によって測定可能
で、かつ本来の方法で得られる生体信号（基準生体信号）の代わりに利用可能な他の生体
信号（代用生体信号）があれば、非常に有用である。しかしながら、測定方法が異なるた
め、代用生体信号をそのまま基準生体信号として用いることはできず、代用生体信号と基
準生体信号との関係を用いて代用生体信号を換算する必要があるのが一般的である。
【０００６】
　代用生体信号と基準生体信号との関係は、同一被検者に対して同時に測定された代用生
体信号と基準生体信号とを比較することで得られる。しかし、従来の生体信号処理装置で
は、一方の生体信号を他方の生体信号に換算するための情報を取得することが可能な生体
信号の比較機能は提供されていなかった。
【０００７】
　本発明はこのような従来技術の課題に鑑みてなされたものである。本発明は、一方の生
体信号を他方の生体信号に換算するための情報を取得することが可能な比較機能を提供す
る生体信号処理装置およびその制御方法の実現を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上述の目的は、比較対象の複数の生体信号を取得する取得手段と、複数の生体信号を比
較するための画面を表示手段に表示する制御手段であって、複数の生体信号を画面に重畳
表示するとともに、入力された指示に応じて複数の生体信号の少なくとも一方の表示倍率
および、複数の生体信号の相対的な移動量、の少なくとも一方を変更する制御手段と、を
有し、制御手段は、複数の生体信号についてピークの平均値を算出し、平均値を表す指標
を画面にさらに表示することを特徴とする生体信号処理装置によって達成される。
【発明の効果】
【０００９】
　このような構成により、本発明によれば、一方の生体信号を他方の生体信号に換算する
ための情報を取得することが可能な比較機能を提供する生体信号処理装置およびその制御
方法を実現できる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の実施形態に係る生体信号処理装置の一例としての生体信号測定装置の構
成例を示す図である。



(4) JP 6461495 B2 2019.1.30

10

20

30

40

50

【図２】本発明の実施形態に係る生体信号測定装置の動作を説明するためのフローチャー
トである。
【図３】本発明の実施形態に係る生体信号測定装置における波形比較用画面の例を示す図
である。
【図４】図２における自動調整処理の動作を説明するためのフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、図面を参照して本発明をその好適な実施形態に基づいて詳細に説明する。
　図１は、本発明の実施形態に係る生体信号処理装置の一例としての、生体信号測定装置
１００と、生体信号測定装置１００とともに用いるＣＰＡＰ、ＡＳＶなどの呼吸支援装置
２００の構成例を示すブロック図である。なお、本実施形態の生体信号処理装置は、いわ
ゆる簡易ポリグラフ検査装置であり、解析に供される生体信号、具体的には呼吸関連信号
を患者から取得するための構成、並びに呼吸支援装置による給気圧（鼻腔圧）を測定する
ための構成を有している。しかしながら、本発明に係る生体信号処理装置において、生体
信号を測定するための構成は必須で無い。本発明に係る生体信号処理装置は、予め測定な
らびに記録された生体信号を、例えば直接接続された、またはネットワークを介して接続
された記憶装置や記憶媒体から取得するなど、任意の方法で取得可能であればよい。また
、本実施形態の生体信号処理装置は、簡易ポリグラフのような睡眠時無呼吸症候群（ＳＡ
Ｓ）の診断に用いる生体信号を処理する装置であるが、本発明は取り扱う生体信号の種類
に依存しない。
【００１２】
（構成）
　本実施形態に係る生体信号測定装置１００において、ＳｐＯ２センサ１０１は、脈波お
よび動脈血酸素飽和度を例えば被検者の指先で測定する透過式のセンサである。なお、脈
波の測定用にＳｐＯ２センサ１０１とは別のセンサを用いてもよい。カニューレ１０２は
、被検者の鼻孔および口近傍に開口を有し、接続されたエアフローセンサ（圧力センサ）
１０６によって、被検者の口鼻呼吸波形やいびき音、また呼吸支援装置２００のマスク２
１１内の圧力（鼻腔圧）を検出するために用いられる。胸部・腹部センサ１０３は、被検
者の呼吸努力運動を検出するためのセンサである。なお、以下ではエアフローセンサ（圧
力センサ）１０６を単に圧力センサ１０６と表記する場合がある。
【００１３】
　このように、本実施形態の生体信号測定装置１００は、呼吸関連波形を測定するための
センサとしてエアフローセンサ１０６と、胸部・腹部センサ１０３とを有している。圧力
センサ１０６によって測定される口鼻呼吸波形（圧力変化波形）からは、無呼吸状態と低
呼吸状態の両方が検出可能である。
【００１４】
　心電図電極１０４は心電図を取得するための電極であり、例えば単極または双極２チャ
ンネルの心電図を検出するための電極である。加速度センサ１０５は、体位（例えば、右
側臥位、左側臥位、仰臥位、伏臥位、および立位）および体動を測定するためのセンサで
ある。
【００１５】
　メモリ１０７は、制御部１１０が作業用に用いる。また、メモリ１０７は装置の設定値
の記憶に利用可能な不揮発性の領域を有してもよい。さらに、メモリ１０７は、データス
トレージもしくは記憶装置を含んでもよい。表示部１０８は例えば液晶ディスプレイ（Ｌ
ＣＤ）を有し、装置の動作状況、測定波形、ユーザ情報、ＧＵＩなどの表示に用いる。
【００１６】
　制御部１１０は、生体信号測定装置１００の動作を制御する。制御部１１０は例えばＣ
ＰＵと、ＣＰＵが実行する制御プログラムを記憶する不揮発性メモリと、ＣＰＵが不揮発
性メモリから読み出したプログラムを実行するために用いるＲＡＭを有する。なお、これ
らの不揮発性メモリおよびＲＡＭの少なくとも一部としてメモリ１０７を用いてもよい。
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【００１７】
　また、本実施形態の制御部１１０は、測定された脈波から推定胸腔内圧波形を生成する
機能を有する。脈波から推定胸腔内圧波形を生成する方法に特に制限は無いが、例えば特
開２００６－５５５０１号公報に記載されるような、脈波信号の包絡線として生成した呼
吸波形と、呼吸波形の包絡線との差分として生成することができる。推定胸腔内圧波形か
ら絶対的な値を読み取ることはできないが、上気道の抵抗がない場合の鼻腔圧は胸腔内圧
と近似する。従って、上気道の抵抗がない状態で測定された鼻腔圧の波形の大きさに推定
胸腔内圧波形の大きさを合わせることにより、推定胸腔内圧の絶対値を推測することは可
能となる。そのため、本実施形態においては、推定胸腔内圧波形と鼻腔圧波形との比較を
容易に行うための機能を提供する（詳細は後述する）。
【００１８】
　入力部１０９は、ユーザが生体信号測定装置１００に各種の指示や設定を入力するため
の入力機器群である。入力部１０９が備えうる入力機器にはキーボード、マウス、ジョイ
スティック、トラックボール、タッチパッド、スイッチ、ボタン、ダイヤル、タッチパネ
ル等、機械的な入力を行う機器はもちろん、音声コマンドなどの非機械的な入力を受け付
ける機器も含まれる。入力部１０９からの入力は制御部１１０に与えられ、制御部１１０
は入力に応じた動作を実現させる。
　なお、スピーカ等の発音手段を設け、装置の動作状態やエラー発生、操作手順などを音
声などによってユーザに報知するように構成してもよい。
【００１９】
　記録部１１１は測定した生体信号をデータファイルとして記録媒体に記録したり、記録
媒体に記録された測定済みのデータを読み出したりする。記録部１１１は使用する記録媒
体に応じて任意の構成を採りうるが、ここでは記録媒体として着脱可能な半導体メモリカ
ードを用いるものとする。
【００２０】
　出力部１１２は外部装置と通信するためのインタフェースである。接続可能な外部機器
の種類や通信プロトコルに特に制限は無く、また、通信媒体も有線、無線のいずれであっ
てもよい。なお、記録部１１１では記録を行わず、出力部１１２を通じて通信可能な外部
装置で記録を行うようにしてもよい。また、出力部１１２は異なる通信方式に対応し、通
信方式に応じたコネクタを有してもよい。例えば外部装置としてプリンタが接続される場
合、プリンタは出力部１１２とケーブルで接続されてもよいし、無線ネットワークを通じ
て接続されてもよい。
【００２１】
　呼吸支援装置２００は、ＣＰＡＰ（固定圧型、ＡＰＡＰ、ＢｉＰＡＰ）やＡＳＶ等の、
患者の気道に陽圧の空気を供給することによって無呼吸や低呼吸の発生を抑制する装置で
ある。呼吸支援装置２００は本体２１０とマスク２１１とがホース２１２で接続されてお
り、本体２１０が有する送風機によってホース２１２を通じてマスク２１１内に所定圧の
空気が供給される。ＡＰＡＰやＡＳＶの場合、マスク２１１内の圧力（鼻腔圧）を圧力セ
ンサ２１３で測定し、呼吸状態や気道の閉塞状態に応じて、本体２１０が送風機を制御し
て給気圧を制御する。固定圧型ＣＰＡＰの場合、本体２１０は設定された供給圧で送風機
を連続的に動作させる。
【００２２】
　なお、呼吸支援装置２００は本発明と直接関係がなく、また公知であるため、これ以上
の詳細については説明を省略する。ここでは、給気圧を圧力センサ２１３の出力に応じて
自動調整するＡＰＡＰ、ＢｉＰＡＰ、ＡＳＶ等の装置を用いるものとする。なお、固定圧
型のＣＰＡＰを用いる場合には、所定時間ごとに給気圧を順次変化させるように予め設定
しておく。なお、呼吸支援装置２００を動作させない場合（給気圧０）において測定を行
う場合には、二酸化炭素の再吸気を防ぐため、マスクを外した状態で測定することが望ま
しい。
【００２３】
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（測定・記録動作）
　センサ１０１，１０３～１０５やカニューレ１０２が被検者の所定部位に装着され、入
力部１０９から測定開始の指示が入力されると、生体信号測定装置１００は生体信号の測
定・記録を開始する。制御部１１０は、各種のセンサ１０１，１０３～１０６からの入力
信号に対して例えばＡ／Ｄ変換やフィルタ処理など予め定められた処理を適用し、測定時
刻と対応付けてメモリ１０７に順次書き込んでゆく。また、制御部１１０は、測定された
脈波から推定胸腔内圧波形を生成し、他の生体信号と同様に測定時刻と対応付けてメモリ
１０７に順次書き込んでゆく。
【００２４】
　カニューレ１０２に接続された圧力センサ１０６は、鼻カニューレまたは口鼻カニュー
レからの気流を電気信号へ変換する。制御部１１０は、この電気信号に増幅処理およびフ
ィルタ処理を適用し、圧力センサ１０６から得られる信号を周波数成分によって鼻腔圧の
変化を示す信号、呼吸波形を示す信号、気道音（いびき）を示す信号に分離する。なお、
カニューレが鼻カニューレであれば鼻呼吸波形が、口の近傍にも開口を有する口鼻カニュ
ーレであれば口鼻呼吸波形が得られる。
【００２５】
　例えば、圧力センサ１０６から得られる電気信号について５００Ｈｚ程度を遮断周波数
とするローパスフィルタを適用して増幅した信号を基本信号とする。また、基本信号に対
してさらに２～３Ｈｚを遮断周波数とするローパスフィルタを適用した信号を鼻腔圧の信
号とする。さらに、基本信号に対して０．０１～０．１Ｈｚを遮断周波数とするハイパス
フィルタと２～３Ｈｚを遮断周波数とするローパスフィルタを適用した信号を適用した信
号を呼吸信号とする。また、基本信号に対して０．０１～０．１Ｈｚを遮断周波数とする
ハイパスフィルタと１５０～２００Ｈｚを遮断周波数とするローパスフィルタを適用した
信号を気道音信号とすることができる。
【００２６】
　また、鼻腔圧の変化を示す信号（鼻腔圧信号）、呼吸波形を示す信号（呼吸信号）、気
道音（いびき）を示す信号（気道音信号）の呼吸関連信号は、それぞれ電圧から圧力[cmH

2O]に変換されて記録される。なお、呼吸信号や気道音信号は連続的に記録されるが、鼻
腔圧信号は、所定時間単位（たとえば秒単位）に変換されて記録される。
　また、呼吸努力波形は胸部・腹部センサから得られる。なお、本実施形態では胸骨上窩
波形は測定していないが、胸骨上窩波形を取得するように構成してもよい。
【００２７】
　制御部１１０は、メモリ１０７に書き込んだ各種の測定データを記録部１１１に供給し
、記録媒体に順次所定の形式でデータファイルとして記録する。例えば、測定データの種
類ごとに予め定められたファイル名を用いて記録することで、記録されているデータファ
イルの名前から、測定されたデータの種類を把握することが可能になる。
【００２８】
　次に、本実施形態の生体信号測定装置１００における波形比較機能について、図２に示
すフローチャートを用いて説明する。
　Ｓ１０１で制御部１１０は、例えば表示部１０８に表示されているメニュー画面もしく
はプルダウンメニューなどから、波形比較指示が入力されるのを待機する。この間、他の
指示が入力されれば、制御部１１０は指示に応じた処理を行うが、本発明と直接関連しな
いため説明を省略する。
【００２９】
　なお、波形比較指示は便宜的な名称であり、実際には波形比較を伴う任意の処理動作の
実行指示を意味する。例えば、本記録に先立ってゲインなどの値を調整するためのキャリ
ブレーション動作の実行指示であったり、任意の２波形を純粋に比較する動作の実行指示
であったりする。また、本実施形態の波形比較機能は、比較する２波形のスケール（表示
倍率）を独立して変更（もしくは、特定の一方の波形を変更）する縮尺機能を備えている
。
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【００３０】
　Ｓ１０１で波形比較指示が入力されたと判定された場合、制御部１１０は処理をＳ１０
３に進め、比較対象の生体信号データを例えば記録部１１１から取得する。比較対象の生
体信号データの取得先は外部装置であってもよい。また、比較対象の生体信号データは、
Ｓ１０１において波形比較指示とともに指定されてもよいし、予め定められていてもよい
。ここでは、ある生体情報の絶対的な値の変化を測定した生体信号（基準生体信号もしく
は参照生体信号と呼ぶ）と、基準生体信号と値の変化が近似した生体信号（代用生体信号
）とが比較対象の生体信号データであるものとする。具体的には、基準生体信号が鼻腔圧
であり、代用生体信号が推定胸腔内圧であるものとするが、この特定の組み合わせに限定
されない。
【００３１】
　これら比較対象の生体信号は、同一被検者に対して同時に測定され、例えば記録部１１
１に関連付けられて記録されているものとする。本実施形態では例えば同じ測定で記録さ
れた複数の生体信号のファイルを、測定に固有な名称（例えば測定日時）を有する共通の
フォルダに、かつ生体信号の種類がファイル名や拡張子によって識別可能に記録する。制
御部１１０は指定された測定日時に対応するフォルダに記録されている特定の生体信号の
データを読み出し、メモリ１０７に格納する。Ｓ１０３で読み出すデータは、記録された
全期間のデータでなくてもよく、例えば記録開始時から数分間のデータであってよい。デ
ータの読み出しを行う区間をユーザに指定させてもよい。
【００３２】
　Ｓ１０３で比較対象の生体信号データを取得すると、制御部１１０は処理をＳ１０５に
進め、波形比較用画面を表示部１０８に表示する。波形比較用画面の例については後で詳
しく説明する。
【００３３】
　Ｓ１０７で制御部１１０は、波形比較用画面の表示中に変更指示が入力されたかどうか
を判定し、変更指示が入力されていればＳ１０９で指示に応じた表示内容の更新を行い、
変更指示が入力されていなければ処理をＳ１１５に進める。なお、変更指示とは表示内容
の更新を必要とする指示を包括した表現であり、１種類の指示を示すとは限らない。後述
するように、本実施形態の波形比較用画面では、表示倍率や、相対的な移動量（オフセッ
ト値）の調整、表示範囲の変更などが可能であり、これらの調整や変更動作はいずれもＳ
１０７において変更指示の入力と判定される。
【００３４】
　Ｓ１１５で制御部１１０は、波形比較用画面の表示中に自動調整指示が入力されたかど
うかを判定し、自動調整指示が入力されていればＳ１１７へ、入力されていなければＳ１
１１へ、処理を進める。Ｓ１１７で制御部１１０は比較対象の生体信号のうち基準生体信
号の平均振幅に代用生体信号の平均振幅が合致する表示倍率とオフセット値を自動算出す
る。自動調整処理の詳細については後述する。自動調整処理が終了すると、制御部１１０
は処理をＳ１０９に進め、自動計算した表示倍率やオフセット値を波形比較用画面の表示
に反映させたのち、処理をさらにＳ１１１に進める。
【００３５】
　Ｓ１１１で制御部１１０は、波形比較動作の完了指示が入力されたかどうかを判定し、
入力されていればＳ１１３へ処理を進め、入力されていなければＳ１０７へ処理を戻す。
完了指示は例えば波形比較用画面に含まれる終了ボタンの選択であってよい。
【００３６】
　Ｓ１１３で制御部１１０は、終了指示があった時点における表示倍率とオフセット値を
比較対象の生体信号の平均振幅の情報とともに保存する。なお、このステップは表示倍率
やオフセット値を利用しない場合には実行されなくてもよい。
【００３７】
　図３に波形比較用画面３００の例を示す。波形比較用画面３００は、波形表示領域３１
０と、倍率調整部３２０と、オフセット調整部３３０と、自動調整ボタン３４０と、終了
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ボタン３５０とを有している。なお、他のＧＵＩ要素が含まれていてもよい。
【００３８】
　ラベル３０５は波形表示領域３１０に表示されている生体信号の種類を提示する領域で
ある。
　波形表示領域３１０は比較対象の生体信号を表示する領域であり、本実施形態では比較
対象の生体信号３０１，３０２を、測定時刻（横軸）で位置合わせした上で重畳表示して
いる。なお、比較対象の生体信号の測定位置や測定方法の違いにより、測定時刻で位置合
わせすると位相がずれる場合には、表示区間に含まれるピークのいずれかの頂点で位置合
わせするようにしてもよい。
【００３９】
　なお、波形表示領域３１０に比較対象の生体信号３０１，３０２を表示する際、制御部
１１０は、波形表示領域３１０の縦軸の中央を０（基線レベル）として、表示区間に含ま
れる基準生体信号および代用生体信号の最大振幅が波形表示領域３１０に収まるようなス
ケールで表示する。あるいは、表示区間における最大振幅が波形表示領域３１０の縦軸の
所定割合（例えば８０％）となるようなスケールで基準生体信号および代用生体信号を表
示してもよい。これは、基準生体信号のダイナミックレンジに代用生体信号のダイナミッ
クレンジが合致するように表示倍率を微調整する際に、基準生体信号や代用生体信号が小
さく表示されていると精度の良い表示倍率の調整がしづらいためである。なお、比較対象
の生体信号３０１，３０２に絶対値を示す生体信号が含まれている場合、波形表示領域３
１０の縦軸の最小および最大目盛りに対応する絶対値を表示してもよい。図３の例では、
基準生体信号である鼻腔圧が絶対値を示すため、実測値に応じた±５ｃｍＨ２Ｏが表示さ
れている。
【００４０】
　また、制御部１１０は、代用生体信号３０１と基準生体信号３０２のそれぞれについて
波形表示領域３１０の縦軸を＋１００～－１００とした場合の、基線レベル（０）から上
向きのピークの平均値と、下向きのピークの平均値とを、取得した区間の全体、予め定め
た長さの区間、または表示区間について算出する。そして、波形表示領域３１０に、上向
きピークの平均値を示す指標である点線３０１１，３０２１および、下向きピークの平均
値を示す指標である点線３０１２，３０２２を表示する。上向きのピークの平均値と、下
向きのピークの平均値との合計が平均振幅となる。また、各平均値を縦軸にも表示する。
制御部１１０はさらに、代用生体信号３０１と基準生体信号３０２について、波形や点線
、縦軸に表示する平均値をそれぞれ色分けするなど視覚的に異ならせて表示する。
【００４１】
　制御部１１０は波形表示領域３１０の下に水平スクロールバー３１１を表示する。水平
スクロールバー３１１が操作されると、制御部１１０は表示区間を時間軸方向に移動させ
る。また、ピークの平均値を表示区間について算出する場合には、制御部１１０は変更後
の表示区間について上述したピークの平均値の算出を再度行い、指標の表示を更新する。
【００４２】
　倍率調整部３２０およびオフセット調整部３３０は、ユーザが手動で表示倍率および基
線レベルを調整するためのユーザインタフェースである。図３の例では、それぞれスピン
ボタン３２１，３３１とテキストボックス３２２，３３２から構成され、スピンボタン３
２１，３３１の上または下ボタンの操作により予め定められた単位ごとに設定値が変化し
、現在の設定値はテキストボックス３２２，３３２に表示される。また、テキストボック
ス３２２，３３２にキーボード等を用いて所望の値を直接入力することにより設定値を変
更してもよい。本実施形態において表示倍率は０．１倍単位、オフセット値は１単位で設
定可能である。オフセット値は縦軸を＋１００～－１００とした相対的な値であるため無
名数であり、正の値が上方向へのオフセット値、負の値が下方向へのオフセット値である
。
【００４３】
　本実施形態において、倍率調整部３２０およびオフセット調整部３３０は、比較対象の
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生体信号のうち基準生体信号以外の生体信号を対象とする。しかし、比較対象の生体信号
の全てを対象とするように構成してもよいし、対象とする生体信号を、基準生体信号を含
めて選択できるように構成してもよい。例えば、対象とする生体信号をラジオボタン３２
３，３３３やプルダウンメニュー等から選択可能に構成すればよい。
【００４４】
　なお、倍率調整部３２０によって調整可能な表示倍率は水平方向（この場合は時間方向
）および垂直方向（振幅方向）の両方であっても、一方であってもよい。一方向における
表示倍率を調整する場合、水平方向か垂直方向かを選択するためのＧＵＩ要素（例えばラ
ジオボタン）が波形比較用画面３００に含まれる。単純に波形全体を拡大または縮小表示
したい場合には、両方向の表示倍率を変更すればよい。しかし、例えば、ピークの平均値
を表示区間について算出する構成の場合、水平方向の表示倍率が変更されると表示区間も
変更され、平均振幅値も変化する。そのため、一方の表示倍率を変更して両者の振幅が合
致するように調整しづらくなる。この場合は、水平方向の表示倍率は変更せず、垂直方向
のみ表示倍率を変更したほうが使い勝手が良い。また、ユーザの意向に応じて柔軟な表示
形態を提供するという観点からも、倍率調整部３２０の対象方向を選択可能とすることが
望ましい。
【００４５】
　自動調整ボタン３４０は、基準生体信号３０２の平均振幅に代用生体信号３０１の平均
振幅が合致する表示倍率とオフセット値を生体信号測定装置１００で自動計算するように
ユーザが指示するためのユーザインタフェースである。自動調整ボタン３４０が選択され
た際の動作については後述する。
【００４６】
　ユーザは、図３に示すような波形比較用画面３００を用いて、比較対象の生体信号を比
較することができる。比較対象の生体信号波形３０１，３０２が位置合わせされ、かつ重
畳表示されるため、それぞれの生体信号波形が重畳されずに並べて表示される場合よりも
、両者を容易に比較することができる。例えば、基線レベルで縦方向に位置合わせされて
いるため、振幅の違いの把握が容易である。また、ピークの平均値に相当する位置が波形
表示領域３１０内に示されるため、個別のピークでなく、ある期間における平均的な振幅
の差も容易に把握できる。また、上方向のピークと下方向のピークについて独立して平均
値を示しているため、同方向のピークの平均値の差を比較することで、基線レベルの差（
オフセット）についても容易に把握できる。
【００４７】
　また、表示倍率やオフセットを調整可能なため、比較対象の生体信号を拡大・縮小表示
させたり、上下方向に相対的に移動させたりすることが可能であり、柔軟な比較操作が可
能である。さらに、上向きピークの平均値を示す指標である点線３０１１と３０２１、下
向きピークの平均値を示す指標である点線３０１２と３０２２がそれぞれ合致するように
（基準生体信号の平均振幅に代用生体信号の平均振幅が合致するように）ユーザに表示倍
率やオフセットを調整させることで、基準信号と値の変化が近似する代用生体信号の値を
絶対的な値に変換するための換算係数を得るキャリブレーション動作を容易に行えるよう
になる。
【００４８】
　終了ボタン３５０が選択されると、制御部１１０は、Ｓ１０５で算出した個々の生体信
号の上方向のピーク平均値と下方向のピーク平均値、オフセット値、および変更後の表示
倍率を保存する。
【００４９】
　オフセットの調整だけで平均振幅を合致させることができる場合（表示倍率１．０）に
は、代用生体信号の測定値は、基準生体信号の測定値（絶対値）と１対１で対応する。一
方、表示倍率が変更された場合、基準生体信号の平均振幅（＝上方向のピーク平均値＋下
方向のピーク平均値）が、代用生体信号の平均振幅×表示倍率に相当する。これら対応関
係を用いることで、代用生体信号の測定値を絶対値に変換することが可能になる。この変
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【００５０】
　次に、図４のフローチャートを用いて、図２のＳ１１７における自動調整処理について
説明する。上述通り、自動調整処理は、波形比較画面３００の自動調整ボタン３４０が選
択された場合に実行される。
【００５１】
　制御部１１０は、Ｓ２０１で、基準生体信号と代用生体信号の表示区間における平均振
幅を算出し、Ｓ２０３で、代用生体信号の平均振幅を基準生体信号の平均振幅に合わせる
ための倍率を算出する。図３の例では、代用生体信号の平均振幅のピーク値が＋７８と－
９０であり、基準生体信号の平均振幅のピーク値が＋７５と－８２である。
　この場合、倍率は
（７５＋８２）／（７８＋９０）＝０．９３
　オフセット値は、
｛（７８×０．９３－７５）＋（－９０×０．９３－（－８２））｝／２＝－２．０８
となる。
　そして、Ｓ２０５で制御部１１０は代用生体信号の平均振幅のピーク値を基準生体信号
の平均振幅のピーク値に合わせるためのオフセット値を算出する。このようにして、自動
的に算出した倍率とオフセット値とをＳ１０９で表示に反映させる。
【００５２】
　以上説明したように、本実施形態の生体信号処理装置によれば、複数の生体信号を位置
合わせして重畳表示する波形比較用画面を提供するので、両者を容易に比較することを可
能にする。また、生体信号の縮尺とオフセットを変更可能とすることで、一方の生体信号
を他方の生体信号に換算するための情報を取得することが可能である。これは、比較対象
の生体信号に、絶対値を表す生体信号と、絶対値を表す生体信号と値の変化が近似した生
体信号とが含まれている場合に特に有用である。
【００５３】
　なお、本発明に係る生体信号処理装置は、一般的に入手可能な、パーソナルコンピュー
タのような汎用情報処理装置に、上述した動作を実行させるプログラム（アプリケーショ
ンソフトウェア）として実現することもできる。従って、このようなプログラムおよび、
プログラムを格納した記憶媒体（ＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ－ＲＯＭ等の光学記録媒体や、磁
気ディスクのような磁気記録媒体、半導体メモリカードなど）もまた本発明を構成する。
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